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要  約 

 

「HxR-No.1 株を利用して生産された 5’-イノシン酸二ナトリウム」について申請者

提出の資料を用いて食品健康影響評価を行った。 

 

本添加物は、イノシンの生産性を高めるため、Bacillus amyloliquefaciens K 株由

来の突然変異株を宿主として、イノシンの生合成に関与する遺伝子を導入した

HxR-No.1 株を利用して生産された 5’-イノシン酸二ナトリウムである。 
 

本添加物は、食品添加物公定書の含量規格を満たしていること、また、従来から生

産されている 5’-イノシン酸二ナトリウムと比較して既存の非有効成分の含有量が安

全上問題となる程度にまで増加しておらず、かつ、有害性が示唆される新たな非有効

成分を含有していないと考えられる。 

 

本添加物については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性

評価基準」（平成 16 年 3 月 25 日食品安全委員会決定）の附則「遺伝子組換え微生物

を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タ

ンパク質性添加物の安全性評価の考え方」（平成 17 年 4 月 28 日食品安全委員会決定）

に基づき、安全性が確認されたと判断した。 

したがって、本添加物については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添

加物の安全性評価基準」（本則）による評価は必要ないと判断した。 
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Ⅰ．評価対象添加物の概要 

名 称：HxR-No.1 株を利用して生産された 5’-イノシン酸二ナトリウム 
用 途：調味料 
申請者：味の素株式会社 
開発者：味の素株式会社 

 
本添加物は、イノシンの生産性を高めるため、Bacillus amyloliquefaciens K 株

由来の突然変異株を宿主として、イノシンの生合成に関与する遺伝子を導入した

HxR-No.1 株を利用して生産された 5’-イノシン酸二ナトリウムである。5’-イノシン

酸二ナトリウムは、食品添加物としての使用が認められおり、成分規格が食品添加

物公定書に収載されている。 
HxR-No.1 株の宿主である B. amyloliquefaciens K 株は、ヒトへの有害な影響を

及ぼす毒素産生性及び病原性は知られておらず、B. amyloliquefaciens は、国立感

染症研究所病原体等安全管理規程におけるバイオセーフティレベル 1 に該当する。 
なお、HxR-No.1 株は抗生物質耐性マーカー遺伝子を有さない。 

 
Ⅱ．食品健康影響評価 

１．本添加物は、製造工程において使用微生物及び発酵副生成物が除去され、晶析

により結晶として高度に精製されており、食品添加物公定書の含量規格を満たし

ている。 
 
２．本添加物の非有効成分については、最終製品において、 
（１）タンパク質は検出限界(1 g/g)未満である。 

（２）食品添加物公定書の成分規格を満たしている。 
（３）HPLC 法による分析の結果、従来品に存在しない不純物は検出されなかった

が、従来品に存在する不純物のうち 5’-キサンチル酸が、従来品の含有量の振れ

幅の範囲を越えて検出された。 

（４）5’-キサンチル酸は、核酸の一種であり、ヒトの体内において容易に分解され、

排泄されることが知られている。また、5’-キサンチル酸は、乾燥ブナシメジに

は 5.0％、乾燥マッシュルームには 0.22％程度含まれており(参照 1,2)、ヒト

はこれまでにこれらの食品を通じて多くの食経験があると考えられる。 

 

以上、（１）～（４）の結果から、従来品と比較して既存の非有効成分の含有量

が安全上問題となる程度にまで増加しておらず、かつ、有害性が示唆される新た

な非有効成分を含有していないと考えられる。 

 
３．以上、１及び２の結果から、本添加物については、「遺伝子組換え微生物を利

用して製造された添加物の安全性評価基準」（平成 16 年 3 月 25 日食品安全委員

会決定）の附則「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミ

ノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考
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え方」（平成 17 年 4 月 28 日食品安全委員会決定）に基づき安全性が確認された

と判断した。 
  したがって、本添加物については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造され

た添加物の安全性評価基準」（本則）による評価は必要ないと判断した。 
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